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越谷市空家等対策計画の改定等について
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2

越谷市空家等対策計画の改定等について

今後の予定について

03

本日の協議内容

越谷市空家等対策計画改定（案）に対する

意見公募手続（パブリックコメント）の結果と市の考え方について

01

・越谷市空家等対策計画改定（案）について

・越谷市空き家等対策総合実施計画の改定について

02
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越谷市空家等対策計画の改定等について

今後の予定について

03

本日の協議内容

越谷市空家等対策計画改定（案）に対する

意見公募手続（パブリックコメント）の結果と市の考え方について

01

・越谷市空家等対策計画改定（案）について

・越谷市空き家等対策総合実施計画の改定について

02



越谷市空家等対策計画の改定等について
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意見公募（パブリックコメント）の結果と市の考え方について

意見募集期間：

令和７年１２月５日（金）～令和８年１月５日（月）

周知方法: 

〇 12月1日～ ≪掲載≫ ・広報こしがやお知らせ版（１２月号） ・市ホームページ

〇 12月5日 ≪配信≫ ・cityメール ・LINE ・X

意見提出方法: 

〇 意見箱への投函

〇 建築住宅課宛てに郵送・ファックス・電子メール・電子申請

≪意見箱設置場所≫ ・建築住宅課 ・情報公開センター ・各13地区センター

概 要

01



越谷市空家等対策計画の改定等について
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意見提出者：

３人

意見数：

4件

意見の内訳: 

① 意見を反映する １件

② 意見の反映はしない（考えを説明、今後の参考とする） 3件

③ その他 0件

結果【意見数】

意見公募（パブリックコメント）の結果と市の考え方について01



越谷市空家等対策計画の改定等について
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区分市の考え方意見の要旨
該当
箇所

No

①

本市においても、そのような空家等に起因し

た災害や犯罪を未然に防止する必要があると

考えることから、計画改定に伴い、「防災・防犯

対策の促進」を新たな施策として追加しました。

いただいたご意見を踏まえ、「空家等の課題」

にて文言を追加しました。

空き家の放置は火災や小動物の侵入などのリ

スクを高める可能性がある。

これらのリスクに対し、リスクマネジメントに

よる事前の対策が重要。

火災や犯罪の予防につながるため、空き家対

策にもリスクマネジメントの考え方が必要。

P461

結果【意見の内容と市の考え方】

意見公募（パブリックコメント）の結果と市の考え方について01
【対応区分】
① 意見を反映する １件
② 意見の反映はしない（考えを説明、今後の参考とする） 3件
③ その他 0件



越谷市空家等対策計画の改定等について
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越谷市空家等対策計画改定（案）

7

変更前 変更後

（1） 空家等の適正管理の促進に係る課題

１） 適正な管理が行われていない空家等の放置

適正な管理が行われていない空家等は、安全性の低

下や公衆衛生の悪化、景観の阻害など、地域住民の生

活環境に悪影響を及ぼす懸念があります。

また、空家等に起因する犯罪のリスクが高まるおそ

れがあります。

そのため、適正な管理が行われていない空家等の所

有者等に対して、適正な管理に向けた指導などが求め

られます。

２.４ 空家等の課題

１） 適正な管理が行われていない空家等の放置

適正な管理が行われていない空家等は、安全性の低

下や公衆衛生の悪化、景観の阻害、動物の棲みつきな

ど、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があ

ります。

また、空家等に起因する犯罪のリスクが高まるおそ

れがあります。

そのようなリスクを事前に回避・軽減（リスクマネジ

メント）するため、適正な管理が行われていない空家

等の所有者等に対して、適正な管理に向けた指導など

が求められます。

本編 P46



越谷市空家等対策計画の改定等について

区分市の考え方意見の要旨
該当
箇所

No

②

空家法に基づき、市長は、特定空家等及び管

理不全空家の所有者等に対して、勧告するこ

とができます。

勧告を受けた空家等の敷地は、固定資産税

等の課税標準額を軽減する「住宅用地の特

例」の対象から除外されるため、税の負担が

大きくなることとなります。

本市においては、適正な管理が行われてい

ない空家等については、法や条例に基づき、

状況に応じ、勧告により特例の解除を行って

おります。

適正な管理がされていない空家は、防犯や

防災の観点から無くす事が望ましい。

現状では更地にすると固定資産税が高くな

るため、空家のままで保持する所有者が多

い。

この制度を改正し、管理されていない空家

は、条例で固定資産税を通常よりさらに高

くしてはどうか。

P562

結果【意見の内容と市の考え方】

意見公募（パブリックコメント）の結果と市の考え方について01
【対応区分】
① 意見を反映する １件
② 意見の反映はしない（考えを説明、今後の参考とする） 3件
③ その他 0件

8



越谷市空家等対策計画の改定等について

区分市の考え方意見の要旨
該当
箇所

No

②

空家等の可能性がある建築物については、

「空家法」や「空家等条例」に基づき、必要に

応じて、空家等の所有者等に対し、適正な管

理を促しております。

また、家財の処分については、計画改定に伴

い、「家財の処分に関する支援の検討」を新

たな施策として追加しました。

物干しざおが入っていない不審な空家等の

管理、家財の処分等に対する支援が必要で

す。

P１６２3

②

警察への情報提供や協力要請については、

必要に応じ、速やかに所轄の警察へ情報提

供し、協力を求めております。

解消するために警察署長に必要な情報提供

をし、協力を求めることができるので、警察

署長に必ず立入調査をやっていただきたい

です。

P１６3
P1644

結果【意見の内容と市の考え方】

意見公募（パブリックコメント）の結果と市の考え方について01

9

【対応区分】
① 意見を反映する １件
② 意見の反映はしない（考えを説明、今後の参考とする） 3件
③ その他 0件
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越谷市空家等対策計画の改定等について

今後の予定について

03

本日の協議内容

越谷市空家等対策計画改定（案）に対する

意見公募手続（パブリックコメント）の結果と市の考え方について

01

・越谷市空家等対策計画改定（案）について

・越谷市空き家等対策総合実施計画の改定について

02



越谷市空家等対策計画の改定等について

意見（要旨）
該当項目
【内容】

No

今回新しく防災、防犯対策が盛り込まれた。防犯という言い方だと人を想

定しているが、最近は動物の棲みつきによる影響も出ている。

適正管理にて、「動物の棲みつき」についても検討してほしい。

課題

【害獣への対応】
1

具体施策名「１―１―６所有者等特定の効率化」について、「迅速化」を文言

に入れることを検討してほしい。

具体施策

【所有者等の特定の効率化】
2

計画書は、必要なことを書く以上に、コラムとか先進事例などが掲載され

るとイメージしやすいので、次回改定時には検討していただきたい。

計画全般

【コラムの追加】
3

住まいの終活の一環で、警察が作成した防犯チラシを配架する等ができれ

ば、より一層この計画も充実したものになるではないか。

具体施策

【住まいの終活】
4

主な意見

越谷市空家等対策計画改定（案）について02

11
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（1） 空家等の適正管理の促進に係る課題

１） 適正な管理が行われていない空家等の放置

適正な管理が行われていない空家等は、安全性の低

下や公衆衛生の悪化、景観の阻害など、地域住民の生

活環境に悪影響を及ぼす懸念があります。

また、空家等に起因する犯罪のリスクが高まるおそ

れがあります。

そのため、適正な管理が行われていない空家等の所

有者等に対して、適正な管理に向けた指導などが求め

られます。

２.４ 空家等の課題

１） 適正な管理が行われていない空家等の放置

適正な管理が行われていない空家等は、安全性の低

下や公衆衛生の悪化、景観の阻害、動物の棲みつきな

ど、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があ

ります。

また、空家等に起因する犯罪のリスクが高まるおそ

れがあります。

そのようなリスクを事前に回避・軽減（リスクマネジ

メント）するため、適正な管理が行われていない空家

等の所有者等に対して、適正な管理に向けた指導など

が求められます。

越谷市空家等対策計画改定（案）

変更前 変更後

本編 P46
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４.１ 空家等の適正管理対策

１-（1）-6 所有者等の特定の効率化

越谷市空家等対策計画改定（案）

変更前 変更後

本編 P55

１-（1）-6 所有者等の特定の効率化・迅速化



越谷市空家等対策計画の改定等について
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越谷市空家等対策計画改定（案）

変更後

本編 P64ほか



越谷市空家等対策計画の改定等について

1515

越谷市空家等対策計画改定（案）



越谷市空家等対策計画の改定等について

本編 P76

越谷市空家等対策協議会 委員名簿

越谷市空家等対策計画改定（案）

1616



越谷市空家等対策計画の改定等について
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「越谷市空き家等対策総合実施計画」の改定について02

概 要：

「越谷市空家等対策計画」に沿った方針や目標等を定めるもの。

本計画を策定するにより、

国土交通省の「空き家対策総合支援事業」による国による財政面での支援措置

を受けることが可能となる。

本市では、「空家等対策推進事業費補助金（空家等の除却・改修）」の開始にあたり、

令和4年3月に策定。

計画期間 :

令和4年度から令和７年度まで（4年間）

越谷市空き家等対策総合実施計画
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「越谷市空き家等対策総合実施計画」の改定について02

1 計画の実施地区の区域

2 基本的方針

（１） 実施地区の概要

（２） 実施地区の課題

（３） 実施地区の整備の方針

（４） 空き家対策総合実施計画の目標

（５） 連携した協議会等の概要

3 空き家の活用と除却に関する事項

4 他の空き家対策に関する事項

（１） 空き家対策附帯事業

（２） 空き家対策促進事業

（３） 空き家対策総合支援事業の補助対象以外の

空き家対策に関する取組

5 その他必要な事項

主な改正内容記載項目

「越谷市空家等対策計画」の改定の内容を反映

計画期間を

「令和8年度から令和12年度（5年間）」に改定
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越谷市空家等対策計画の改定等について

「越谷市空き家等対策総合実施計画」の改定について02

1 計画の実施地区の区域

2 基本的方針

（１） 実施地区の概要

（２） 実施地区の課題

（３） 実施地区の整備の方針

（４） 空き家対策総合実施計画の目標

（５） 連携した協議会等の概要

3 空き家の活用と除却に関する事項

4 他の空き家対策に関する事項

（１） 空き家対策附帯事業

（２） 空き家対策促進事業

（３） 空き家対策総合支援事業の補助対象以外の

空き家対策に関する取組

5 その他必要な事項

記載項目
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越谷市空家等対策計画の改定等について

本日の協議内容

越谷市空家等対策計画改定（案）に対する

意見公募手続（パブリックコメント）の結果と市の考え方について

01

今後の予定について

03

・越谷市空家等対策計画改定（案）について

・越谷市空き家等対策総合実施計画の改定について

02



越谷市空家等対策計画の改定等について
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今後の予定について

令和8年度令和7年度年度

3
月

２
月

１
月

１２
月

１１
月

１０
月

９
月

８
月

７
月

６
月

５
月

４
月

3
月

２
月

１
月

月

計
画

協
議
会

〇現委員の任期が令和8年6月末までのため、委員改選

推薦状の提出依頼

〇次回は、令和8年7月頃実施（予定）

協議会開催に加え、委嘱状交付式を開催予定

素案
作成・協議 パブコメ

第３回協議会

計画改定・公表

公募委員募集 第2回協議会
・委嘱状交付式
・第１回協議会


